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2021 年の理事選挙について 
 推薦 / ⽴候補の募集 

 
ISR 各学会の会⻑の皆様へ 
 
みなさまのご記憶にあるかと思いますが、次回 ISR ⼤会が 2020 年から 2021 年
に延期することになって、 代議員総会では理事の任期を 1 年延⻑することを決
定いたしました。つまり、 2021 年 7 ⽉までの延期です。そこへ 世界的なパンデ
ミックが続くことになり、 次回 ISR ⼤会をさらに 2022 年に延期せざるを得なく
なりました。 ですが理事会は、理事会役員の任期もさらに 1 年延⻑することは
公平ではないと考えています。 したがいまして、会則第 7.1 条が適⽤されること
になりました (“⼤会が何らかの理由で延期または中⽌になった場合、電⼦通信
技術を⽤いて代議員総会を開催することができる”)。 
 
そのための選挙⼿続きが開始されました。 以下のステップで進めてまいります。 

1. すべての学会と個⼈会員の代議員は、選挙委員会に推薦者リストを送る。推薦状
は現会⻑中村紀⼦と、副会⻑の Pr. Anne Andronikof 宛に送付する。  

2. 選挙管理委員会は、被推薦者が条件を満たしているかを確認し、候補者になるこ
とに同意するか意向を確認し、同意した場合には声明⽂の作成を依頼する。 

3. 選挙委員会は、最終的なリストを作成し各学会と個⼈会員の代議員に送付する。 
4. 各学会は⾃分の学会を代表する代議員(Delegate(s))の⽒名とメール・アドレスを

送る。 
5. 代議員は投票を⾏う。 
6. 結果を全員（代議員と各学会⻑）に送付し、同時にホームページに掲載する。  
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この最初のステップを進める時期がやってきました。候補者の推薦リストを
（同時に送付したテンプレートに記⼊して）お送りください。 
 推薦の締め切りは 2021 年 2 ⽉ 14 ⽇です。 
 
中村紀⼦ 
ISR 会⻑ 
 
 
 
以下を添付/追記:  
- 会則第 7.4 条および第 7.6 条 (理事に選出されるための資格要件と理事会の構成) 
- 同⼀役職に再度候補となれない任期満了の役員 
- 選挙委員会の構成  
 
 
 
添付書類 
会則からの抜粋 

7.4 理事に立候補するための資格要件 

Officers役員理事  (理事会により任命された会計を除く) 

a) 博士の学位を有する者または選挙委員会が同等の資格があると認める者。 
b) 国際ロールシャッハ及び投映法学会の少なくとも5年間会員であるか、代

議員総会の代議員であること。 
c) ロールシャッハまたは投映法において顕著な貢献がある。 
d) 会長、副会長、事務局長を連続して2期務めた者は、少なくとも3年間は、 

同じ役職の候補者になれない。 

Members-at Large（理事） 

a) 国際ロールシャッハ及び投映法学会の会員であること。 
b) ロールシャッハまたは投映法において顕著な貢献がある。 
c) 2期連続してMembers-at Largeを務めた者は、少なくとも3年間は、

再び同じその役職の候補者となることはできない。 
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7.6 理事会の構成 
理事会の構成はISRの会員の多様性を反映していなければならない。従って

選出された役員理事は、異なる組織に属し、異なる国の出身者でなければな

らないが、選出された役員が前会長と同じ国または学会の出身者であっても

よい。 
4名のMembers-at Large(理事)メンバーは、異なる組織に所属し、異な

る国の出身者でなければならない。 
 
 
同⼀役職に再度候補となれない任期満了の役員： 
中村紀⼦ 
 
 
選挙委員会の構成 
以下３名の選挙委員会のメンバーは次期理事会の候補者にならない: 
中村紀⼦, Anne Andronikof , Sadegh Nashat  
 
 
	


